
＜  当日のご利用方法  ＞  

 
1. 駐車場は大会役員駐車場をご利用下さい。また、大型バスは一般駐車場大型車レーンをご利用下さい。 
2. 球技場に到着したら公園管理事務所にご連絡下さい。係員が手続きに向かいます。係員より「有料施設利	 	  
用承認申請書」を受け取り申請書に必要事項を記入、利用料金を添えて提出し利用承認を得て下さい。 

3. 利用できるのは、グラウンド及び建物内の役員室、審判室、医務室、ロッカールーム、シャワールーム、
給 
湯室、トイレとなります。電光掲示板、会議室、テント、机、椅子等の付帯設備は別途利用料金が必要と 
なります。 

4. 使用するサッカーゴール、ラグビーゴールポスト等のセッティング時には、必ず転倒防止のアンカー 
	 （サッカー）や外れ防止のボルト（ラグビー）で固定して下さい。また、責任者は確実に固定されているこ	  
とを確認して下さい。また、試合終了後はサッカーゴール、ゴールポストは元あった場所に戻して下さい。 

5. ゴールネット、コーナーフラッグ、ラインカー等の器具の貸し出しは倉庫渡しです。使用後はしっかり元
の場所に戻して下さい。 

6. 石灰でラインを引く場合（多目的広場を含む）には、石灰は主催者が用意して下さい。  
7. 試合終了後はグラウンド整備及び施設内を清掃し、終了後に公園管理事務所にご連絡下さい。 
係員より「遠州灘海浜公園球技場使用点検簿」を受け取り記入し係員の確認を得て下さい。 
また、持ち込まれたゴミは全て持ち帰って下さい。 

8. 時間内に片付けと清掃を終了して下さい。17時 00分には役員駐車場出入り口を施錠します。 
 
お願い 
� 公園施設及び付帯設備等を損傷又は汚損しないこと 
� グラウンドの使用は試合のみとし、試合前後やハーフタイムでの練習やウオーミングアップは禁止します。 
� ラインズマンのスパイクシューズ使用は禁止します。 
� 玄関ロビー、廊下、スタンド下機材置き場でのボール蹴りは禁止します。 
� 球技場内は全面禁煙です。喫煙は屋外の指定場所でお願いします。 
� 役員室には主催者及び大会役員以外は入室しないで下さい。 
� 怪我等に備えて医薬品を用意して下さい。 
� 盗難等に留意し、貴重品等は責任を持って保管して下さい。 
◯ 降雨等によりグラウンドが著しく損傷を受けると考えられる場合は、使用を中止していただくことがあり
ます。 

 
  


